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五
院
輪
住
制
度
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
―
そ
の
和
合
の
精
神
を
考
え
る

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員　
　

宮
地
　
清
彦

　
　
は
じ
め
に

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
五
院
輪
住
制
度
」
と
は
、
總
持
寺
二
祖
峨
山
韶
碩
禅
師
（
一
二
七
六
～
一
三
六
六
、
以
下
峨
山
禅
師
と
略
）
門
下

で
あ
る
五
人
の
弟
子
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
五
院
に
よ
り
、
總
持
寺
を
興
隆
・
維
持
し
て
い
く
制
度
で
あ
り
、
他
宗
派
の
類
似
の
制
度
を
参

考
に
し
な
が
ら
作
ら
れ
た
部
分
も
あ
る
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
曹
洞
宗
独
自
の
制
度
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
門
の
基
盤
が
非
常

に
安
定
し
、
末
寺
も
増
加
し
て
い
き
、
そ
れ
に
伴
い
檀
信
徒
数
も
増
加
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
哲
と
は
、
す
な
わ
ち
普
蔵
院
開
基
・
太
源
宗
真
禅
師
（
？
～
一
三
七
一
）、
妙
高
庵
開
基
・
通
幻
寂
霊
禅
師
（
一
三
二
二
～

一
三
九
一
、
以
下
通
幻
禅
師
と
略
）、
洞
川
庵
開
基
・
無
端
祖
環
禅
師
（
？
～
一
三
八
七
）、
伝
法
庵
開
基
・
大
徹
宗
令
禅
師
（
一
三
三
三

～
一
四
〇
八
、
以
下
大
徹
禅
師
と
略
）、
そ
し
て
如
意
庵
開
基
・
実
峰
良
秀
禅
師
（
？
～
一
四
〇
五
、
以
下
実
峰
禅
師
と
略
）、
の
五
名
の

方
が
た
で
あ
る
。

五
哲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開
か
れ
た
五
院
を
中
心
と
し
、
總
持
寺
の
法
灯
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
殊
に
尽
力
さ
れ
、
輪
住
制
度
と
い
う
当
時
と

し
て
は
画
期
的
な
方
法
を
打
ち
出
し
て
い
く
。
こ
の
制
度
は
、
臨
済
宗
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
十
方
住
持
制
（
一
つ
の
寺
院
に
あ
っ
て
、

そ
の
住
持
が
法
系
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
広
く
人
材
を
求
め
て
任
ぜ
ら
れ
る
制
度
）
を
活
用
し
、
五
院
が
交
代
で
總
持
寺
の
維
持
運
営
に
あ
た
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る
こ
と
を
旨
と
し
た
制
度
で
あ
る
。

当
時
、
比
叡
山
の
子
院
代
表
に
よ
る
合
議
制
、
ま
た
は
高
野
山
に
お
け
る
子
院
・
大
衆
の
混
合
型
の
合
議
制
等
の
意
志
決
定
方
式
が
既
に

行
わ
れ
て
い
て
、そ
れ
を
参
考
に
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、「
五
」と
い
う
数
字
を
選
ん
だ
の
も
他
宗
派
の
影
響
と
言
わ
れ
て
い
る
。

平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）
一
〇
月
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
峨
山
韶
碩
禅
師
六
百
五
十
回
大
遠
忌
記
念

プ
ロ
グ
ラ
ム
「
峨
山
禅
師
と
そ
の
相
承
～
人
材
育
成
の
先
達
に
寄
せ
て
～
」（
於
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
三
階
・
桜
の
間
）
に
て
研
究
発
表

を
し
、
以
下
の
内
容
で
の
提
案
を
試
み
た
（
１
）。

○
地
蔵
信
仰
の
活
用･･･
大
徹
禅
師
の
地
蔵
像
造
立
や
実
峰
禅
師
の
語
録
に
お
け
る
地
蔵
の
代
受
苦
→
本
格
的
に
地
蔵
信
仰
が
葬
祭
儀

礼
を
は
じ
め
と
す
る
宗
門
儀
礼
に
活
用
さ
れ
る
の
は
、
峨
山
禅
師
の
孫
弟
子
の
代
以
降
。
※
清
水
邦
彦
「
中
世
後
期
曹
洞
宗
の
地

蔵
信
仰
」
（
『
宗
教
研
究
』
第
三
五
九
号
、
平
成
二
一
年
〈
二
〇
〇
九
〉
三
月
、
三
七
四
頁
）
等
参
照
。

○
中
世
曹
洞
宗
祖
師
の
語
録
に
見
る
葬
祭
項
目･･･

通
幻
禅
師
・
実
峰
禅
師
在
世
中
、
ほ
ぼ
坐
禅
と
葬
儀
の
割
合
が
半
々
→
普
済
禅

師
・
竺
山
禅
師
・
瑞
巌
禅
師
・
如
仲
禅
師
在
世
中
、
葬
儀
の
割
合
の
多
く
な
る
こ
と
が
通
常
化
→
器
之
禅
師
・
川
僧
禅
師
在
世

中
、
葬
儀
の
割
合
が
大
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
※
広
瀬
良
弘
『
禅
宗
地
方
展
開
史
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
三

年
〈
一
九
八
八
〉
一
二
月
、
三
八
五
頁
参
照
。

○
五
院
輪
住
制
度
の
確
立
に
よ
る
教
団
内
部
運
営
の
安
定
化
→
よ
り
教
線
の
全
国
展
開
強
化
を
図
る
→
瑩
山
紹
瑾
禅
師

（
一
二
六
四
？
一
二
六
八
？
～
一
三
二
五
、
以
下
瑩
山
禅
師
と
略
）
の
時
代
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
民
間
信
仰
的
な
部
分
が
着
目
さ

れ
、
一
般
民
衆
と
共
に
営
む
葬
祭
儀
礼
の
大
切
さ
を
、
教
団
と
し
て
自
覚
。

こ
の
三
点
の
研
究
内
容
か
ら
、
五
院
輪
住
制
度
に
よ
り
曹
洞
宗
教
団
の
基
盤
完
成
し
た
後
、
出
家
者
と
在
家
者
の
関
係
の
深
化
・
展
開



五院輪住制度について―その和合の精神を考える

― 51 ―

が
促
進
さ
れ
た
こ
と
は
頷
け
る
。
ま
た
、
瑩
山
禅
師
の
時
代
か
ら
全
国
へ
教
線
拡
大
し
て
い
く
中
で
、
培
わ
れ
て
い
っ
た
民
間
信
仰
的
な

部
分
が
檀
信
徒
の
心
を
一
つ
に
し
て
い
く
契
機
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
教
団
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今
後
の
宗
門
に
活
か
し
て
い
く
意
味
で
も
、
五
院
輪
住
制
度
の
根
幹
に
あ
る
和
合
の
精
神
を
顕
彰
し
て
み
て
は

ど
う
か
、
と
い
う
の
が
本
論
の
狙
い
で
あ
り
、
題
名
の
由
来
で
も
あ
り
、
そ
し
て
提
案
で
も
あ
る
。

　
　
一
、
瑩
山
禅
師
の
説
か
れ
た
「
和
合
」
の
精
神
～
曹
洞
宗
教
団
の
状
況
に
向
き
合
っ
た
上
で
の
将
来
像
構
築

ま
ず
、本
論
の
主
役
で
あ
る
峨
山
禅
師
の
話
に
入
る
前
に
、瑩
山
禅
師
の
話
か
ら
始
め
た
い
。
大
乘
寺
に
て
徹
通
義
介
禅
師
（
一
二
一
九

～
一
三
〇
九
）
か
ら
寺
院
運
営
を
任
さ
れ
た
瑩
山
禅
師
は
、
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
に
『
伝
光
録
』
提
唱
を
開
始
し
、
日
本
曹
洞
宗
の

立
脚
点
を
明
確
化
す
る
。
そ
の
『
伝
光
録
』
中
に
「
和
合
」
の
言
葉
を
探
し
て
み
る
と
、第
二
十
七
祖
・
般
若
多
羅
尊
者
章
に
見
ら
れ
る
。

夫
れ
伝
仏
心
印
の
祖
師
、
心
地
開
明
の
聖
者
、
或
は
羅
漢
或
は
菩
薩
な
る
こ
と
は
、
不
昧
本
来
の
道
な
る
故
に
、
久
遠
成
の
如

来
な
る
も
あ
り
。
設
ひ
初
機
後
学
に
似
た
り
と
も
、
一
念
若
し
機
を
廻
せ
ば
、
本
来
具
徳
を
顕
は
し
て
、
一
毫
も
都
て
欠
た
る

こ
と
な
し
。
如
来
と
同
共
し
諸
尊
と
和
合
す
。･･･
汝
と
同
生
せ
り
、
我
と
同
居
せ
り
。
糸
毫
も
離
る
る
こ
と
な
く
、
片
時
も
伴

な
は
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
這
箇
の
田
地
に
到
り
得
る
時
、
古
来
今
の
法
に
非
ず
、
根
境
識
の
事
に
非
ず
。
故
に
謂
ふ
、
嗣
法

は
三
際
を
超
越
し
、
証
契
は
古
今
に
連
綿
た
り
。･･･
子
細
に
験
点
商
量
す
れ
ば
、
鷺
鶿
、
雪
に
立
て
同
色
に
非
ず
。
明
月
蘆

華
、
他
に
似
ず
。
恁
麼
に
游
踐
し
て
、
銀
椀
に
雪
を
盛
り
も
て
ゆ
き
。
明
月
に
鷺
を
蔵
し
も
て
ゆ
く
（
２
）。

『
伝
光
録
』
の
基
本
理
念
で
あ
る
過
去
の
諸
仏
・
諸
祖
と
の
繋
が
り
を
重
視
す
る
と
同
時
に
、
修
行
僧
同
士
の
協
調
も
説
か
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
瑩
山
禅
師
が
重
き
を
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
前
者
の
方
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
尊
い
教
え
の
面
で
我
わ
れ
は
繋
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が
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
文
章
と
解
釈
し
て
も
過
言
で
は
な
く
、
教
理
教
学
的
な
部
分
で
の
「
和
合
」
の
話
と
言
っ
て
よ
い
。

で
は
、
実
際
の
行
動
的
側
面
、
歴
史
的
事
象
か
ら
五
院
輪
住
制
度
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
瑩
山
禅
師
は
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
に

お
亡
く
な
り
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
頃
に
瑩
山
禅
師
は
五
院
輪
住
制
度
の
あ
り
方
を
思
い
描
か
れ
、
幾
つ
か
の
お
言
葉
を
示
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
お
亡
く
な
り
に
な
る
直
前
ま
で
、
宗
門
の
未
来
に
つ
い
て
お
述
べ
に
な
っ
て
い
た
事
と
な
る
。

總
持
寺
の
伽
藍
造
営
が
進
ん
だ
正
中
元
年
（
一
三
二
四
）、
峨
山
韶
碩
禅
師
に
總
持
寺
住
持
職
を
譲
り
、
退
堂
式
を
行
わ
れ
た
後
、
瑩

山
禅
師
は
永
光
寺
に
移
ら
れ
る
。
翌
年
七
月
二
日
、
永
光
寺
の
住
持
職
に
つ
い
て
の
置
文
を
残
さ
れ
る
。
御
弟
子
の
皆
様
方
に
宛
て
ら
れ

た
文
書
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
代
を
生
き
る
私
ど
も
に
も
深
い
示
唆
を
お
与
え
に
な
る
内
容
で
あ
る
た
め
全
文
掲
載
と
し
た
い
。

当
山
住
次
の
尊
宿
、
先
ず
、
瑩
山
が
法
嗣
の
う
ち
、
嗣
法
の
臘
次
を
揀
び
て
、
住
持
興
行
す
べ
し
。

吾
に
四
門
人
あ
り
。
若
し
く
は
、
ま
た
一
人
あ
り
。
孫
弟
の
法
嗣
一
人
あ
り
。

住
持
欠
如
せ
ば
、
六
兄
弟
の
う
ち
、
力
を
励
ま
し
、
蔑
を
束
ね
て
、
興
化
利
生
せ
よ
。

こ
れ
、
山
僧
、
現
存
悉
知
し
、
尽
未
来
際
、
法
孫
、
相
続
す
る
も
の
、
各
人
の
興
法
利
生
に
依
る
べ
し
。

た
だ
願
わ
く
は
、
法
孫
、
歴
代
、
仏
に
代
り
て
化
を
揚
げ
、
他
を
化
す
る
こ
と
、
断
絶
せ
ざ
れ
。

　
　

正
中
乙
丑
初
秋
二
日
記

　
　

明
峰
。
無
涯
。
峨
山
。
壺
庵
。
孤
峰
。
珍
山
（
３
）。

瑩
山
禅
師
が
永
光
寺
の
後
継
者
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
短
文
で
あ
る
が
、
こ
の
禅
師
の
お
言
葉
一
つ
一
つ
を
重
く
受
け
止
め
、
大
切
に
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
か
つ
最
期
を
予
感
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
後
進
の
歩
む
べ
き
道
を
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
胸
の
熱
く
な
る
思
い
が
す
る
。

本
文
の
要
旨
は
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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永
光
寺
の
住
持
は
、
瑩
山
禅
師
の
法
嗣
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
必
ず
嗣
法
の
年
数
に
従
っ
て
就
任
す

る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
も
し
住
持
が
お
ら
ず
、
条
件
が
揃
わ
な
い
時
は
、
法
嗣
で
あ
る
皆
の
も
の
が
お
互
い
を
励
ま
し
合
い
、

お
互
い
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
い
合
い
な
が
ら
、
永
光
寺
の
仏
事
を
盛
ん
に
行
い
、
多
く
の
衆
生
を
利
養
し
な
さ
い
。
私
の

願
い
は
、
こ
れ
か
ら
連
綿
と
曹
洞
宗
の
法
脈
を
受
け
継
い
で
く
れ
る
法
孫
の
諸
君
が
、
お
釈
迦
様
に
代
わ
っ
て
教
化
に
務
め
る

思
い
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
衆
生
を
導
き
、
そ
の
尊
い
仏
行
を
断
絶
さ
せ
な
い
こ
と
で
す
。

文
中
、
特
に
印
象
に
残
る
の
が
傍
線
部
「
力
を
励
ま
し
、
蔑
を
束
ね
て
、
興
化
利
生
せ
よ
」
の
部
分
で
あ
る
。
人
と
人
が
正
し
く
向
き

合
い
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
何
も
生
れ
な
い
と
、
明
峰
素
哲
禅
師
を
は
じ
め
と
す
る
六
人
の
お
弟

子
さ
ま
に
、
瑩
山
禅
師
は
お
伝
え
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
に
代
わ
っ
て
教
化
を
お
務
め
に
な
り
、

多
く
の
衆
生
を
導
い
て
い
き
な
さ
い
と
、
お
弟
子
さ
ま
に
向
け
て
曹
洞
宗
の
未
来
を
託
さ
れ
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

こ
の
お
言
葉
が
最
終
的
に
五
院
輪
住
制
度
の
発
端
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
置
文
は
永
光
寺
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
ぐ
に

總
持
寺
に
も
伝
わ
り
、
同
時
に
両
山
を
維
持
し
て
い
く
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
五
院
輪
住
制
度
と
は
確
か
に
寺
院
護
持
の
た
め
の
軌
範
・
制
度
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
奥
に
流
れ
て
い
る
根
本

精
神
は
、
曹
洞
宗
教
団
の
元
に
集
ま
る
多
く
の
修
行
僧
達
の
心
を
一
つ
に
し
て
い
き
、
そ
し
て
、
叢
林
の
中
で
生
き
て
い
く
上
で
の
精
神

鍛
錬
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
そ
の
精
神
を
、
瑩
山
禅
師
が
修
行
僧
に
伝
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
教
団
の
組
織
化
、
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
の
法
系
統
の
再
確
認
、

信
仰
心
の
強
化
・
求
心
力
の
再
確
認
を
目
指
し
、
曹
洞
宗
の
未
来
を
築
く
制
度
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
当
時
の
他
宗
派
の
動
向
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。
浄
土
真
宗
親
鸞
聖
人
門
下
の
覚
如
上
人
（
一
二
七
一
～
一
三
五
一
）
は

瑩
山
禅
師
と
類
似
の
道
筋
・
業
績
を
残
さ
れ
て
い
た
人
と
し
て
、
記
憶
に
留
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）、
覚
如
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上
人
は
親
鸞
聖
人
三
十
三
回
忌
に
『
報
恩
講
私
記
』
を
撰
述
し
、
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三
～
一
二
六
二
）
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
内
外

に
示
し
、
さ
ら
に
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）、
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
の
後
継
者
で
あ
る
と
し
た
『
拾
遺
古

徳
伝
』
も
撰
述
し
た
事
な
ど
が
あ
る
（
４
）。

覚
如
上
人
は
法
系
に
関
し
て
非
常
に
綿
密
に
研
究
し
、
文
献
を
残
さ
れ
た
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
三
○
一
年
と
い
う
年
は
、
丁
度
、

瑩
山
禅
師
が
『
伝
光
録
』
を
提
唱
さ
れ
法
系
を
明
確
化
さ
れ
た
頃
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
と
な
る
。
当
然
お
二
人
が
連
絡
を
取
り
合
っ
た
わ

け
で
は
な
い
の
だ
が
、
瑩
山
禅
師
と
同
様
の
活
動
を
し
て
い
た
人
が
他
宗
派
に
も
在
在
し
た
の
で
あ
る
。

臨
済
宗
に
お
い
て
も
同
時
期
、
宗
峰
妙
超
（
一
二
八
二
～
一
三
三
七
）
の
法
嗣
・
徹
翁
義
亨
（
一
二
九
五
～
一
三
六
九
）
が
応
安
元
年

（
一
三
六
九
）
に
「
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
自
今
以
後
堅
可
守
護
法
度
条
々
」（
大
徳
寺
法
度
）
を
制
し
、
ま
た
徳
禅
寺
法
度
・
正
法
庵
法
度

を
設
け
、
住
持
職
以
下
諸
役
職
の
人
選
方
法
や
任
期
、
特
に
役
職
者
に
対
す
る
奉
給
を
は
じ
め
寺
院
運
営
や
寺
領
管
理
な
ど
を
明
確
に
規

定
し
、
運
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
後
に
妙
心
寺
の
雪
江
宗
深
（
一
四
〇
八
～
一
四
八
六
）
は
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
か
ら
「
正
法
山
妙
心
禅
寺
米
銭
納
下
帳
」（
日

単
薄
）
の
妙
心
寺
会
計
簿
を
作
り
、
厳
密
に
寺
院
経
済
管
理
を
行
っ
て
、
妙
心
寺
が
物
財
の
力
を
蓄
え
る
基
礎
を
作
っ
て
い
る
（
５
）。

他
宗
派
で
も
自
ら
の
法
系
を
確
認
し
、
実
務
面
で
寺
院
整
備
を
し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
、
立
教
開
宗
を
果
し
た
鎌
倉
新
仏
教
各

派
が
、
よ
り
教
団
を
強
固
に
し
て
い
く
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
向
か
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
現
時
点
で
は
、
こ
れ
ら
の
動
向
に
つ
い
て
あ
く
ま

で
も
歴
史
的
事
象
を
追
っ
た
の
み
で
あ
る
か
ら
、
今
後
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
少
し
く
研
究
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。

　
　
二
、
峨
山
禅
師
の
説
か
れ
た
「
和
合
」
の
精
神

　
　
　
　
　
～
中
世
仏
教
界
の
状
況
に
向
き
合
っ
た
上
で
の
曹
洞
宗
教
団
の
独
自
性
の
構
築

続
い
て
、
本
論
の
主
役
で
あ
る
峨
山
禅
師
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
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正
中
元
年
（
一
三
二
四
）
三
月
一
六
日
、「
總
持
寺
十
箇
条
之
亀
鏡
」
の
第
十
条
「
予
の
門
葉
の
人
、
同
心
、
和
合
し
て
、
当
寺
を
修

理
す
べ
き
こ
と
（
原
漢
文
）」
と
あ
る
が
、
東
隆
眞
先
生
は
「
こ
の
要
望
に
応
え
る
意
味
で
、
さ
き
の
輪
住
制
度
が
大
き
な
力
を
発
揮
し

て
き
た
こ
と
は
、否
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る
」（『
太
祖
瑩
山
禅
師
』、国
書
刊
行
会
、平
成
八
年〈
一
九
九
六
〉九
月
、

七
七
四
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
十
箇
条
の
最
後
の
一
文
を
胸
に
受
け
と
め
て
、
瑩
山
禅
師
か
ら
の
要
望
に
応
え
た
の

が
、
他
な
ら
ぬ
總
持
寺
護
持
を
瑩
山
禅
師
か
ら
託
さ
れ
た
峨
山
禅
師
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
峨
山
禅
師
は
瑩
山
禅
師
の
思
い
を
よ
り

具
体
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

峨
山
禅
師
の
最
も
心
を
向
け
ら
れ
た
事
柄
の
一
つ
に
、
法
相
続
に
よ
る
曹
洞
宗
の
更
な
る
発
展
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
主
著
『
山
雲
海

月
』
の
内
容
を
概
観
し
て
も
、
こ
の
法
相
続
に
関
す
る
垂
示
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
同
心
和
合
」
に

近
い
言
葉
と
し
て
、「
一
味
同
心
」
が
出
て
く
る
。

「
吾
が
這
の
法
子
法
孫
…
…
…
一
味
同
心
し
て
仏
法
を
建
立
し
、
衲
僧
を
接
得
し
て
、
子
孫
を
聯
続
し
、
宗
門
を
繁
興
し
、
永

劫
に
、
我
が
家
法
を
断
絶
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
（
６
）」
（
原
漢
文
）

「
面
々
、
一
味
同
心
し
て
我
が
法
を
建
立
し
、
宗
門
を
繁
興
せ
よ
。
か
く
の
如
き
の
的
当
、
先
師
の
法
恩
に
報
い
奉
る
べ
し
（
７
）」

（
原
漢
文
）

峨
山
禅
師
が
念
頭
に
置
か
れ
た
の
は
、「
一
味
同
心
」
の
教
え
の
元
に
子
孫
を
育
成
し
な
が
ら
宗
門
を
繁
栄
さ
せ
、
未
来
永
劫
ま
で
曹

洞
宗
の
法
を
断
絶
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
と
心
に
誓
い
、
そ
れ
が
先
師
へ
の
報
恩
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

古
徳
の
風
規
を
守
り
、「
行
道
綿
密
端
坐
不ふ
が臥
」
を
行
ず
る
勝
れ
た
門
弟
の
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
曹
洞
宗
の
法
や
命
脈
が
保
た
れ
、

そ
れ
ら
の
勝
れ
た
門
弟
た
ち
が
「
一
味
同
心
」
す
な
わ
ち
互
い
に
協
力
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
な
る
宗
門
の
繁
栄
が
続
い
て
い
く
こ
と



― 56 ―

を
、峨
山
禅
師
は
願
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
瑩
山
禅
師
の
思
い
を
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
、こ
れ
ら
の
文
の
上
か
ら
も
分
か
る
。

康
安
二
年
（
一
三
四
三
）
二
月
九
日
、
峨
山
禅
師
は
「
総
持
寺
住
持
職
補
任
の
制
規
」
を
定
め
て
「
後
代
の
住
持
職
に
お
い
て
は
韶
碩

法
嗣
の
中
よ
り
器
用
の
仁
を
え
ら
ん
で
住
持
職
に
補
す
べ
し
（
８
）」（

原
漢
文
）
と
述
べ
ら
れ
、
優
れ
た
後
継
者
の
育
成
に
よ
っ
て
の
み
法
灯

は
存
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、「
寺
門
の
盛
衰
は
人
に
よ
る
」
の
誡
を
説
か
れ
て
い
る
。
し
っ
か
り
と
後
継
者
を
育
て
る
こ
と
の
重

要
性
を
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。

更
に
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
一
二
月
一
三
日
、「
韶
碩
門
下
、
嗣
法
の
次
第
を
守
り
、
五
ヶ
寺
住
持
す
べ
し
、
も
し
、
こ
の
中
、
山

門
を
廃
す
る
者
あ
ら
ば
、
法
眷
等
相
寄
っ
て
こ
れ
を
評
定
す
べ
し
（
９
）」（
原
漢
文
）
な
る
、
よ
り
具
体
的
な
山
内
五
院
の
輪
住
制
度
を
定
め

ら
れ
る
。
こ
ち
ら
も
總
持
寺
の
護
持
は
未
来
永
劫
誕
生
す
る
で
あ
ろ
う
、
法
子
法
孫
の
協
力
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
と
い
う
「
一
味

同
心
」
及
び
「
和
合
」
の
精
神
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
で
分
か
る
よ
う
に
、「
一
味
同
心
」
あ
る
い
は
「
和
合
の
精
神
」
等
の
言
葉
は
、
あ
る
意
味
、
瑩
山
禅
師
の
説
か
れ
た
教
え

が
峨
山
禅
師
に
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
が
更
に
確
固
た
る
形
と
し
て
文
章
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
峨
山
禅
師
が
、
し
っ
か
り
と
瑩
山

禅
師
の
法
孫
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
続
け
て
い
た
か
が
分
か
る
。

「
和
合
」
の
言
葉
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
瑩
山
禅
師
か
ら
遡
り
、
道
元
禅
師
も
当
然
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
参
考
と
し
て
『
禅
学
大
辞
典
』

等
の
用
例
（
一
三
二
五
頁
）
を
見
る
と
、
道
元
禅
師
の
「
和
合
」
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
あ
る
部
分
が
多
く
見
ら
れ
る
。

「
和
合
海
」
・
・
・
海
水
の
一
味
な
る
如
く
、
和
合
し
て
一
味
な
僧
の
集
ま
り
。
和
合
僧
、
和
合
衆
。
「
帰
依
僧
息
諍
論
、
同
入

和
合
海
」
（
『
禅
苑
清
規
』
巻
九
、
沙
弥
受
戒
文
）

「
和
合
衆
」
・
・
・
和
合
せ
る
僧
衆
。
和
合
僧
。
「
僧
は
西
天
に
は
僧
伽
と
称
す
、
震
旦
に
は
和
合
衆
と
翻
す
」
（
『
眼
蔵
』

「
帰
依
三
宝
」
巻
）
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「
和
合
僧
」
・
・
・
僧
伽saṃ

gha

の
こ
と
。
僧
の
集
ま
り
。
僧
団
。
「
云
、
如
何
是
破
和
合
僧
、
師
云
、
爾
一
念
心
、
正
達
煩
悩

結
使
如
空
無
所
依
、
是
破
和
合
僧
」
（
『
臨
済
録
』
、
示
衆
）

「
和
合
尊
」
・
・
・
三
帰
依
の
一
。
和
合
は
和
合
僧
・
和
合
衆
の
意
。
尊
は
和
合
僧
の
功
徳
を
尊
崇
し
た
呼
称
。
「
次
正
授
戒
、

先
三
帰
、
（
中
略
）
帰
依
仏
無
上
尊
、
帰
依
法
離
塵
尊
、
帰
依
僧
和
合
尊
」
（
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
）

こ
の
他
に
も
、『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
教
授
戒
文
』
に
「
次
応
帰
依
仏
法
僧
。
三
宝
有
三
種
功
徳
。
所
謂
、
一
体
三
宝
・
現
前
三
宝
・
住

持
三
宝
也
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
称
為
仏
宝
。
清
浄
離
塵
乃
是
法
宝
也
。
和
合
功
徳
者
僧
宝
也
。
是
一
体
三
宝
也
）
（1
（

」
等
が
あ
る
。

「
和
合
」
の
言
葉
が
、
い
か
に
叢
林
＝
修
行
道
場
に
て
多
用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
瑩
山
禅
師
の
和
合
の
精
神
の
源
流
が
道
元
禅
師

に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
道
元
禅
師
、
瑩
山
禅
師
そ
し
て
峨
山
禅
師
と
い
う
ラ
イ
ン
が
、「
和
合
」
あ
る
い
は
「
一
味
同
心
」
の
言
葉
の

元
に
、
し
っ
か
り
と
し
た
後
進
へ
の
道
筋
・
指
針
を
形
成
し
、
更
に
そ
れ
が
末
代
ま
で
通
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
の
教
え
が
ど
う
繋
が
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
の
説
に
出
会
う
時
が
あ
る
。
そ
こ
で
一
つ
の
キ
ー
と
な
る
単

語
と
し
て
、「
和
合
」
あ
る
い
は
「
一
味
同
心
」
を
用
い
れ
ば
、
自
然
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
三
、
和
合
の
精
神
の
淵
源
～
聖
徳
太
子
と
の
関
連

曹
洞
宗
内
で
の「
和
合
」「
一
味
同
心
」の
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、宗
門
の
外
に
目
を
向
け
、曹
洞
宗
成
立
以
前
、

他
に
説
い
て
い
た
人
物
は
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
和
合
の
精
神
」
の
淵
源
を
探
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
本
論
で
は
、
中
世
期
の
聖
徳
太
子
（
五
七
四
～
六
二
二
）
信
仰
と
の
関
連
に
焦
点
を
当
て
て
い
き
、
一
つ
の
仮
説

を
立
て
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
両
祖
の
撰
述
書
に
は
聖
徳
太
子
に
対
す
る
讃
仰
の
念
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
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道
元
禅
師
『
正
法
眼
蔵
』
「
袈
裟
功
徳
」
巻

日
本
国
に
は
、
聖
徳
太
子
、
袈
裟
を
受
持
し
、
法
華
・
勝
鬘
等
の
諸
経
講
説
の
と
き
、
天
雨
法
華
の
奇
瑞
を
感
得
す
。
そ
れ
よ

り
こ
の
か
た
、
仏
法
わ
が
く
に
に
流
通
せ
り
。
天
下
の
攝
籙
な
り
と
い
へ
ど
も
、
す
な
は
ち
人
天
の
導
師
な
り
、
仏
の
つ
か
ひ

と
し
て
衆
生
の
父
母
な
り
。
い
ま
わ
が
く
に
、
袈
裟
の
体
色
量
と
も
に
訛
謬
せ
り
と
い
へ
ど
も
、
袈
裟
の
名
字
を
見
聞
す
る
、

た
だ
こ
れ
聖
徳
太
子
の
お
ほ
ん
ち
か
ら
な
り
。
そ
の
と
き
、
邪
を
く
だ
き
正
を
た
て
ず
ば
、
今
日
か
な
し
む
べ
し
）
（（
（

。

　

瑩
山
禅
師
『
伝
光
録
』
第
五
十
一
祖
道
元
禅
師
章

…
然
し
よ
り
漸
く
仏
法
の
霊
験
あ
ら
は
れ
て
、
後
二
十
一
年
と
い
ひ
し
に
、
聖
徳
太
子
仏
舎
利
を
に
ぎ
り
て
う
ま
る
。
（
用
明

天
皇
三
年
な
り
。
）
法
華
・
勝
鬘
等
の
経
を
講
ぜ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
名
相
教
文
天
下
に
布
く
）
（1
（

。

そ
し
て
、
同
時
期
の
他
宗
派
の
文
献
等
を
見
て
も
、
親
鸞
聖
人
を
初
め
と
す
る
多
く
の
祖
師
方
も
、
と
て
も
強
く
聖
徳
太
子
の
思
い
を

受
け
継
ぎ
、
大
事
な
教
え
と
し
て
引
き
継
い
で
い
る
。
例
え
ば
、
親
鸞
聖
人
の
「
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
」
を
は
じ
め
、
日
蓮
（
一
二
二
二

～
一
二
八
二
）
の
『
開
目
鈔
』・『
報
恩
鈔
』
等
の
中
に
あ
る
、
多
数
の
聖
徳
太
子
に
関
す
る
記
述
、
高
弁
（
明
恵
上
人
・
一
一
七
三
～

一
二
三
二
）・
凝
然
（
一
二
四
〇
～
一
三
二
一
）・
叡
尊
（
興
正
菩
薩
・
一
二
〇
一
～
一
二
九
〇
）・
良
観
（
忍
性
菩
薩
・
一
二
一
七
～

一
三
〇
三
）
に
よ
る
「
太
子
和
讃
」、『
三
経
義
疏
』
の
研
究
、
太
子
講
、
太
子
の
慈
善
救
済
事
業
の
復
興
等
が
そ
れ
に
該
当
す
る
）
（1
（

。

で
は
、
そ
の
聖
徳
太
子
の
「
和
合
の
精
神
」
は
ど
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
の
か
と
な
る
と
、「
十
七
条
の
憲
法
」
に
見
ら
れ
る
。

第
一
条　

和
を
も
っ
て
貴
し
と
し
、
忤
さ
か
らう
こ
と
な
き
を
宗
と
せ
よ
。
人
み
な
党
た
む
らあ
り
。
ま
た
達さと
れ
る
者
少
な
し
。･･･

事
を
、
論
あ
げ
つ
ら

う
に
諧かな
う
と
き
は
、
事
理
お
の
ず
か
ら
通
ず
。
何
事
か
成
ら
ざ
ら
ん
）
（1
（

。
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出
典
は
『
論
語
』、
あ
る
い
は
『
老
子
』
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
お
り
、
特
に
『
論
語
』
に
は
「
礼
の
和
を
用
っ
て
貴
し
と
為
す
。

和
を
知
り
て
和
す
れ
ど
も
、
礼
を
も
っ
て
こ
れ
を
節
せ
ざ
れ
ば
、
ま
た
行
わ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
和
と
礼
が
揃
っ
て
こ
そ
「
真
実
の

和
」
と
説
か
れ
て
あ
る
。
ち
な
み
に
、『
老
子
』
に
は
「
和
光
同
塵
」
の
言
葉
が
あ
り
、「
光
」
と
は
「
自
己
に
内
在
す
る
才
能
を
包
み
込

み
、
世
俗
と
共
に
歩
ん
で
い
く
も
の
」
と
さ
れ
て
お
り
、
瑩
山
禅
師
の
『
伝
光
録
』
や
、
瑩
山
・
峨
山
両
禅
師
の
歩
み
と
近
い
も
の
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
近
い
言
葉
を
述
べ
て
い
る
の
が
、
千
利
休
（
一
五
二
二
～
一
五
九
一
）
の
「
和
敬
清
寂
」
で
あ
る
。「
和
敬
清
寂
」
と
は
、「
和

が
実
感
で
き
る
と
他
を
敬
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
逆
に
お
互
い
に
敬
が
あ
っ
て
こ
そ
和
も
生
ま
れ
る
。
和
敬
が
生
じ
る
と
、
心
が
清
々

し
く
な
る
。
そ
し
て
寂
、
つ
ま
り
心
の
静
け
さ
に
達
す
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
）
（1
（

。

※
他
に
も
「
和
え
物
」
の
話
と
し
て
、
松
原
泰
道
師
が
「
和
敬
清
寂
」
の
「
和
」
に
つ
い
て
「
和
は
和
合
そ
の
も
の
だ
が
、
和

は
な
ご
や
か
と
か
、
仲
良
く
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
和
と
は
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
個
性
を
和
え
合
う
こ

と
。
精
進
料
理
の
和
え
物
と
同
じ
で
、
相
互
の
持
ち
味
を
生
か
し
つ
つ
、
し
か
も
第
三
の
風
味
が
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
人
間
の

和
が
成
立
す
る
。
和
合
は
混
合
と
は
異
な
る
」
と
解
説
し
て
い
る
（
『
禅
語
百
選　

人
生
の
杖
こ
と
ば
、
い
の
ち
の
言
葉
』
、

平
成
二
三
年
〈
二
〇
一
一
〉
九
月
、
祥
伝
社
）
。

こ
れ
ら
を
総
合
し
て
読
ん
で
い
く
と
、「
和
合
」
と
は
、
た
だ
単
に
馴
れ
合
う
ば
か
り
で
、
皆
で
仲
良
く
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の

で
は
な
く
、そ
こ
に
は
必
ず
礼
と
い
う
も
の
が
あ
り
、お
互
い
が
個
々
を
敬
い
な
が
ら
、共
に
進
ん
で
い
く
と
す
る
。
そ
の
心
こ
そ
が
「
和

合
の
精
神
」
な
の
で
あ
る
。
僧
堂
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
単
純
に
「
仲
良
く
し
ま
し
ょ
う
」
と
周
囲
に
声
を
か
け
、
馴
れ
合
い
の
精
神
ば

か
り
を
尊
重
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
時
に
は
い
ろ
い
ろ
と
意
見
を
戦
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
互
い
を
高
め
合
い
、
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認
め
合
い
、
確
か
め
合
っ
て
い
く
こ
と
が
僧
堂
で
の
「
和
合
の
精
神
」
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
前
述
の
「
十
七
条
の
憲
法
」
の
第

二
条
、
第
五
条
、
そ
し
て
最
後
の
第
十
七
条
に
も
書
か
れ
て
あ
る
。

第
二
条　

篤あつ
く
三
宝
を
敬
え
。
三
宝
と
は
、
仏
と
法
と
僧
な
り
。
す
な
わ
ち
四しし
ょ
う生

の
終
よ
り
ど
こ
ろ

帰
、
万
国
の
極おお
む
ね宗

な
り
。･･･

人
、
は
な

は
だ
悪
し
き
者
少
な
し
。
よ
く
教
う
る
を
も
て
従
う
。･･･

第
五
条　

あ
じ
わ
い
の
む
さ
ぼ
り
（
餐
）
を
絶た
ち
、
た
か
ら
の
ほ
し
み
〈
欲
〉
を
棄
て
て
、
明
ら
か
に
訴うっ
た
え訟
を
弁さだ
め
よ･･･

こ
の

ご
ろ
訟
う
っ
た
えを
治
る
者
、
利
を
得
る
を
常
と
し
、
賄
ま
い
な
いを
み
て
は
じ
め
て
訴
訟
を
聴
く
。･･･

第
十
七
条　

そ
れ
事
は
ひ
と
り
断さだ
む
べ
か
ら
ず
。
か
な
ら
ず
衆
と
と
も
に
論
あ
げ
つ
らう

べ
し
。
小
事
は
こ
れ
軽かろ
し
。
か
な
ら
ず
し
も
衆

と
す
べ
か
ら
ず
。
た
だ
大
事
を
論
う
に
逮およ
び
て
は
、
も
し
は
失
あ
や
ま
ちあ

ら
ん
こ
と
を
疑
う
。
ゆ
え
に
衆
と
相あい
わ
き
ま

弁
う
る
と
き
は
、
辞こと
す

な
わ
ち
理
を
得
ん
。

※
第
十
七
条
と
第
一
条
後
半
の
「
事
を
、
論
あ
げ
つ
らう

に
諧かな
う
と
き
は
、
事
理
お
の
ず
か
ら
通
ず
」
（
「
諧
う
」
は
、
調
和
す
る
、

し
っ
く
り
あ
う
、
と
と
の
え
る
の
意
）
の
共
通
項
と
し
て
、
一
人
の
独
断
で
は
な
く
、
衆
議
に
よ
っ
て
事
を
決
す
る
こ
と
の
奨

励
と
、
議
論
に
よ
る
調
和
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
鎌
倉
新
仏
教
以
前
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
「
和
合
」
の
精
神
・
文
化
は
、
ま
さ
に
今
ま
で
述
べ
て
き
た
瑩
山
禅
師
、
あ
る
い
は
峨

山
禅
師
の
作
ら
れ
た
制
度
の
中
に
も
活
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
個
性
を
持
っ
た
人
間
同
士
の
集
ま
り
で
あ
る
が
故
に
、
時
に
教
団

内
に
い
ろ
い
ろ
な
迷
い
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
現
在
の
よ
う
に
大
き
な
教
団
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
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の
「
和
合
の
精
神
」
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

ま
た
、峨
山
禅
師
の
説
か
れ
た
「
一
味
同
心
」
で
あ
る
が
、こ
れ
は
他
宗
派
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
奈
良
市
に
あ
る
真
言
律
宗
総
本
山
・

西
大
寺
の
文
章
中
、「
一
味
同
心
の
契
状
と
任
ず
」
と
書
か
れ
て
あ
り
、
必
ず
し
も
峨
山
禅
師
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
て
、
当
時
よ
く

使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

清
田
義
英
「
中
世
寺
院
集
會
に
お
け
る
不
參
者
の
罪
科
規
定
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
三
号
、
昭
和
四
三
年

〈
一
九
六
八
〉
一
二
月
、
二
一
二
～
二
一
七
頁
）
に
よ
る
と
、
例
え
ば
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
一
一
月
一
〇
日
の
八
ヶ
条
の
集
会
置
文

に
は
、「
置
文
の
旨
趣
を
堅
守
し
、
永
ら
く
未
来
の
法
式
と
為
し
、
愼
み
て
之
を
遵
行
す
べ
し
（
原
漢
文
）」
と
あ
り
、
集
会
の
決
議
が
寺

院
の
法
律
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

集
会
の
決
議
事
項
即
ち
置
文
・
契
状
に
は
、「
此
の
条
、
一
味
同
心
の
契
状
と
任
ず
（
原
漢
文
）」
で
は
じ
ま
り
、「
内
外
か
ら
置
文
・

契
状
の
内
容
に
か
な
わ
な
い
強
硬
な
意
見
が
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
集
会
に
参
ず
る
そ
れ
ぞ
れ
が
決
議
事
項
の
内
容
を
第
一
に
考
え
、
い

い
加
減
に
対
処
し
て
は
な
ら
な
い
（
取
意
）」
と
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、「
一
味
同
心
」
が
当
時
多
く
の
宗
派
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
文
化
の
中
に
非
常
に
根
付
い
て
い
た

教
え
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
他
宗
派
で
も
同
様
に
「
和
合
の
精
神
」
を
尊
び
、礼
儀
を
持
っ
て
お
互
い
を
高
め
合
い
、励
ま
し
合
い
、

時
に
は
注
意
し
合
う
こ
と
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
峨
山
禅
師
は
、
御
自
身
の
お
考
え
に
よ
り
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
、
曹
洞
宗

に
根
付
か
せ
て
い
か
れ
た
の
で
あ
る
。

※
中
世
的
寺
院
集
会
制
度

　

寺
院
に
衆
団
に
属
す
る
す
べ
て
の
人
々
が
集
合
し
て
、
す
べ
て
の
人
々
が
平
等
の
地
位
に
立
っ
て
発
言
し
、
衆
智
を
あ
つ
め

て
事
に
当
り
善
処
せ
ん
と
す
る
の
が
寺
院
集
会
の
原
形
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
決
議
は
、
単
に
集
会
者
同
志
の
約
束
ま
た
は
宣
誓
だ



― 62 ―

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
集
会
者
を
拘
束
す
る
一
種
の
規
約
で
あ
る
と
同
時
に
法
律
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

峨
山
禅
師
が
曹
洞
宗
教
団
の
更
な
る
発
展
を
思
い
描
か
れ
た
時
、
一
つ
の
活
動
指
針
と
し
て
「
道
元
・
瑩
山
両
禅
師
か
ら
相
承
さ
れ
て

き
た
和
合
の
精
神
」
を
胸
に
秘
め
ら
れ
た
こ
と
と
思
う
。
そ
の
精
神
は
、
峨
山
禅
師
の
生
き
た
中
世
仏
教
界
に
お
い
て
、
突
然
打
ち
出
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
曹
洞
宗
教
団
が
誕
生
す
る
前
か
ら
長
い
年
月
を
か
け
て
熟
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
時
代
の
中
で
の
和
合
の
精
神
と
は
、
ま
さ
に
聖
徳
太
子
の
時
代
か
ら
脈
々
と
息
づ
い
て
き
た
文
化
的
精
神
で
あ
り
、
そ
れ
を

峨
山
禅
師
が
、
あ
る
い
は
瑩
山
禅
師
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
道
元
禅
師
も
示
さ
れ
て
、
そ
れ
を
形
と
し
て
い
っ
た
の
が
五
院
輪
住
制
度
な
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
が
故
に
多
く
の
檀
信
徒
の
胸
を
打
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
曹
洞
宗
が
大
教
団
に
な
っ
て
い
く
契
機
に
も
な
っ

た
の
で
あ
る
。

五
院
輪
住
制
度
を
ベ
ー
ス
に
し
た
曹
洞
宗
教
団
の
発
展
は
、峨
山
禅
師
に
よ
る
「
日
本
文
化
に
根
付
く
和
合
の
精
神
」
の
具
体
化
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
単
純
に
五
院
輪
住
制
度
を
「
教
団
内
の
規
範
」
的
位
置
付
け
で
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
ま
と
め

再
説
に
な
る
が
、
峨
山
禅
師
の
總
持
寺
に
お
け
る
最
大
の
功
績
は
、
五
院
輪
住
制
度
の
確
立
で
あ
る
。
こ
の
輪
住
制
度
誕
生
の
背
景
に

は
、
後
継
者
の
育
成
と
、
そ
う
し
て
育
成
さ
れ
た
御
弟
子
の
皆
様
方
の
協
力
に
よ
っ
て
宗
門
は
存
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
峨
山

禅
師
の
生
涯
思
い
続
け
た
強
い
意
志
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

私
ど
も
法
孫
、
そ
し
て
宗
門
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
方
が
た
は
峨
山
禅
師
の
遺
誡
を
胸
に
刻
み
、
志
を
一
つ
に
し
て
諸
事
に
当
た
っ
て

い
く
心
構
え
を
持
ち
、
法
を
次
へ
伝
え
て
い
く
た
め
の
尊
い
人
材
育
成
に
精
進
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
修
行
の
指
針
と
し
て
、
五

院
輪
住
制
度
に
息
づ
く
「
一
味
同
心
」
そ
し
て
「
和
合
」
の
精
神
が
最
も
適
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
の
精
神
に
基
づ
き
、
出
家
在
家
を
問
わ
ず
毎
日
の
生
活
に
活
か
し
て
い
け
ば
、
き
っ
と
瑩
山
禅
師
や
峨
山
禅
師
も
お
喜
び
に
な
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
真
の
意
味
で
の
相
承
で
あ
り
、
私
共
の
つ
と
め
な
の
で
あ
る
。

注（
１
）
当
該
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
同
タ
イ
ト
ル
で
講
演
録
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
（
平
成
二
七
年
〈
二
〇
一
五
〉
三
月
発
行
）
。

（
２
）
宗
典
編
纂
委
員
会
編
『
伝
光
録
』
（
平
成
一
七
年
〈
二
〇
〇
五
〉
五
月
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
五
七
～
一
五
八
頁
）

（
３
）
孤
峰
智
璨
『
常
済
大
師
全
集
』
収
録
『
洞
谷
記
』
（
昭
和
一
二
年
〈
一
九
三
七
〉
四
月
、
大
本
山
總
持
寺
、
四
三
三
頁
）

（
４
）
藤
原
正
己
「
日
本
中
世
の
祖
師
信
仰
―
真
宗
報
恩
講
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
宗
教
研
究
』
第
三
二
三
号
、
平
成
一
二
年
〈
二
〇
〇
〇
〉
三
月
、
二
六
三
～

二
六
四
頁
）
、
龍
口
恭
子
「
法
然
門
下
と
師
の
概
念
」
（
『
同
』
第
三
二
七
号
、
平
成
一
三
年
〈
二
〇
〇
一
〉
三
月
、
二
三
三
～
二
三
四
頁
）
等
参
照
。

（
５
）
竹
貫
元
勝
「
林
下
に
お
け
る
教
団
経
営
に
つ
い
て
―
大
徳
寺
徹
翁
義
亨
を
中
心
と
し
て
」
（
『
日
本
仏
教
宗
史
論
集　

栄
西
禅
師
と
臨
済
宗
』
第
七
号
、

昭
和
六
〇
年
〈
一
九
八
五
〉
三
月
、
二
七
〇
～
三
一
六
頁
）
、
同
「
妙
心
寺
四
本
庵
に
つ
い
て
―
竜
泉
庵
」
（
『
柳
田
聖
山
教
授
喜
寿
記
念
論
集　

禅
文

化
研
究
所
紀
要
』
第
二
四
号
、
平
成
一
〇
年
〈
一
九
九
八
〉
一
二
月
、
一
八
三
～
二
二
〇
頁
）
等
参
照
。

（
６
）
松
田
陽
志
編
著
『
（
峨
山
禅
師
）
峨
山
和
尚
山
雲
海
月
』
（
川
口
高
風
・
田
中
良
昭
・
永
井
政
之
・
廣
瀬
良
弘
監
修
『
訓
註　

曹
洞
宗
禅
語
録
全
書　

中

世
篇
』
第
三
巻
、
平
成
一
六
年
〈
二
〇
〇
四
〉
八
月
、
四
季
社
、
一
八
頁
）
。

（
７
）
注
（
６
）
と
同
書
、
六
五
頁
。

（
８
）
注
（
６
）
と
同
書
、
三
一
五
頁
。

（
９
）
注
（
８
）
と
同
。

（
10
）
『
曹
洞
宗
全
書　

宗
源
下
』
二
五
頁
。

（
11
）
水
野
弥
穂
子
校
注
『
正
法
眼
蔵　

（
四
）
』
（
平
成
五
年
〈
一
九
九
三
〉
四
月
、
岩
波
書
店
、
一
五
八
～
一
五
九
頁
）
。
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（
12
）
宗
典
編
纂
委
員
会
編
『
伝
光
録
』
（
平
成
一
七
年
〈
二
〇
〇
五
〉
五
月
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
三
〇
〇
頁
）
。

（
13
）
富
貴
原
章
信
「
鎌
倉
時
代
の
太
子
信
仰
」
（
『
山
口
博
士
還
暦
記
念　

印
度
学
仏
教
学
論
叢
』
、
昭
和
三
〇
年
〈
一
九
五
五
〉
一
一
月
、
法
蔵
館
、

二
八
一
～
二
九
〇
頁
）
、
武
田
賢
寿
「
親
鸞
の
聖
徳
太
子
観
」
（
『
東
海
仏
教
』
第
三
五
号
、
平
成
二
年
〈
一
九
九
〇
〉
二
月
、
五
二
～
六
二
頁
）
、
井

上
善
幸
「
太
子
信
仰
か
ら
見
た
親
鸞
の
末
法
観
に
つ
い
て
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
一
〇
三
号
、
平
成
一
五
年
〈
二
〇
〇
三
〉
一
二
月
、
五
一
～

五
四
頁
）
等
、
多
数
参
照
。

（
14
）
『
聖
徳
太
子
全
集　

第
一
巻　

十
七
条
憲
法
』
（
昭
和
一
七
年
〈
一
九
四
二
〉
、
龍
吟
社
）
、
『
聖
徳
太
子
集
』
（
『
日
本
思
想
大
系
二
』
、
昭
和
五
〇

年
〈
一
九
七
五
〉
、
岩
波
書
店
）
、
坂
本
太
郎
『
聖
徳
太
子
』
（
昭
和
五
四
年
〈
一
九
七
九
〉
、
吉
川
弘
文
館
）
、
田
中
嗣
人
『
聖
徳
太
子
信
仰
の
成

立
』
（
昭
和
五
八
年
〈
一
九
八
三
〉
、
吉
川
弘
文
館
）
等
、
多
数
参
照
。

（
15
）
井
川
定
慶
「
茶
道
と
仏
教
」
（
『
井
川
定
慶
博
士
喜
寿
記
念　

日
本
文
化
と
浄
土
教
論
攷
』
、
昭
和
四
九
年
〈
一
九
七
四
〉
一
一
月
、
井
川
博
士
喜
寿
記

念
会
出
版
部
専
称
寺
内
、
一
〇
七
二
～
一
〇
八
九
頁
）
。

【
主
要
参
考
文
献
】

『
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺　

五
院
も
の
が
た
り
』、
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
一
一
月
、
大
本
山
總
持
寺
出
版
部
。

佐
藤
悦
成
著
『
總
持
二
祖
峨
山
韶
碩
禅
師
』、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
一
〇
月
、
大
本
山
總
持
寺
出
版
部
。

中
嶋
仁
道
著
『
曹
洞
教
団
の
形
成
と
そ
の
発
展
』、
昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六
）
三
月
、
大
本
山
總
持
寺
出
版
部
。

田
島
柏
堂
著
『
總
持
二
祖
峨
山
韶
碩
禅
師
』、
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
三
月
、
大
法
輪
閣
。

『
瑩
山
禅
師
伝
』、
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
四
月
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
。


